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依然として中国や台湾等の近隣諸国を含め世界的に、高病原性及び低

病原性鳥インフルエンザが散発的に発生しており、鳥インフルエンザウ

イルスが国内に侵入するリスクが高い状況です。冬季は渡り鳥の飛来だ

けでなく、年末年始、旧正月及び 2月のオリンピック開催時期に人や物

の動きが盛んになることから一層注意が必要です。 

例年通り 10月から家きん飼養農場を巡回し、飼養衛生管理基準の遵守

を徹底するようお話をしたところですが、以下の点について、課題とな

る農場が多く見られたため、この時期に再度確認の上、引き続きご注意

願います。 

 

○衛生管理区域内への車両・人の入場制限 

門や「部外者立入禁止」等の看板を設置して、不要不急の人・車両の立

入りを制限してください。衛生管理区域を柵やロープ、プランター等で区

分することもできます。特に、過去 1週間以内の海外からの入国歴（渡航

歴）を確認し、必要がある場合を除いて、衛生管理区域内へ立ち入らせな

いでください。 

○衛生管理区域へ入場する車両・人の消毒 

車両が出入りする際には、消毒薬噴霧器、消石灰等を常設し、常時消毒

を行ってください。人が出入りする際には、手指の洗浄又は消毒をし、靴

を踏込消毒槽、消石灰帯（槽）、消毒薬噴霧器等を用いて消毒してください。

  

○野生動物等から病原体の侵入防止 

家きん舎の屋根や壁面、防鳥ネットの破損の有無を再点検し、必要があ

れば速やかに修繕してください。給餌・給水設備や飼料保管場所に野鳥や

ネズミ等の野生動物の排泄物が混入した場合は、掃除をするなどしてくだ

さい。また、定期的なネズミの駆除に努めてください。 

 

※家きんに異状が認められる場合には家畜保健衛生所にご連絡ください。 
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冬季における鳥インフルエンザの発生予防について 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農林水産省 HP(http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/)より 

 

神奈川県湘南家畜保健衛生所 

〒259-1215  平塚市寺田縄 345 

TEL：0463-58-0152  FAX：0463-58-5679 

＜西部出張所＞（足柄上合同庁舎第 2別館 3階） 

〒258-0021 足柄上郡開成町吉田島 2489-2 

TEL:0465-83-3003  FAX:0465-82-6330 
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